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大津支部　支部長　川井　光雄 

湖南支部　支部長　松村　　弘 

本年も行政書士制度強調月間の事業として本会と７
支部にて無料相談会が開催され県民の方々から多くの
相談がありました。近年の相談内容は従来の申請関係
等は少なくなり社会生活上のトラブル、法律問題の悩み、
それは家族の債務・離婚に伴う財産分与・商行為や契
約関係・相続・遺言と個々の権利義務に関わる事柄が
多くなりました。 
 
このような相談内容からして県民の皆さんは行政
書士を身近な街の法律家として見ていると思われます。
古くは代書屋と言われ形式的な書面作成を行なって
いた時代から官公署への代行・代理へと、その資格
に与えられた能力発揮の範囲は広く深く増しつつあ
ります。 
 
一方毎年行なわれる行政書士試験においては困難さ
を増し学問的能力の向上が計られていますが、受験シ
ステムは試験対応の勉強を続けてきた若い世代でなけ
れば苦しい情況となりました。 

このことと併せ、会員は種々の研修を重ね今日の実
践的理論と運用法を磨き即応しようとしていますが、
司法制度改革と隣接法律専門職としての行政書士に求
められるもの、又高齢者時代を向えての成年後見制度
の問題、人間の創造的活動により生じる知的財産等々、
世の中の複雑な進行と価値観の多様化、モラルの低下
と指針の見えにくい情況を考える時、私達の立場・仕
事は利のみを追うことなく社会的使命を帯びているこ
との認識と自覚をもち、そして日々の研鑽と努力を重
ねることが士業の姿であると考えます。 
 
 
 
このたびの台風23号と新潟県中越地震による被害
を受けられた多くの皆様に、心よりお見舞いを申し
上げます。 
被災地の一日も早い復旧と皆様のご健康を心から
お祈り申し上げます。 

 
 
大津市、志賀町内の官公署・関係機関等に、支部役員

が分担して直接訪問し、強調月間への協力、ポスターの掲示、
リーフレットの配布等を依頼しました。また、無料相談所に
関しては、例年通り西武百貨店で開設することになりました。 
大津市の広報紙への掲載依頼等各種準備を経て、10

月２日（土）13:00～16:00、西武百貨店６Ｆにて無料相談
会を開催しました。当日は相談員として８名が参加し、３件
の相談がありました。内訳は、隣接する土地のトラブル１件、
相続・贈与関係１件、建売住
宅購入後のトラブル１件でした。 
最後に、一昨年から会場を
快く提供していただき、各種便
宜を図っていただいている西
武百貨店大津店に感謝を申
し上げます。 
 
 
湖南支部では、行政書士制度強調月間中に行われる「行
政書士無料相談会」を、平成16年10月17日（日）午前10

時より午後４時まで、平和堂守山店４階の楽修院大学の
一室をお借りして開催した。 
平和堂守山店は、10数年以上前から毎年会場として使

用しており、今回も利用させていただいた。店側の対応も、
店の出入り口、エレベーター前に、支部で用意した看板、そ
の他の表示物等を設置させてもらえるなど協力的である。 
昨年は相談会が始まって以来の24名の方が相談に来

られ相談員が対応に追われた為、今年は相談員の数を増
やす方向で取り組んだ。今までは相談員として支部役員、
一部他士業の会員及び若干名の新入会員に参加いただ
いていたが、今年始めての試みとして支部会員から公募
により相談員を募った。その結果、数名の会員の参加があり、
支部役員も含めて約15名の相談員で対応した。 
「無料相談会」の案内については４市全域の全国紙に、
支部恒例となった有志会員
による新聞の折込広告を行
った。その結果、当日は15名
の相談者が来られ、その大
半が折込広告を見ての来訪
であった。折込広告の力は
大きいものがある。 


